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(57)【要約】
【課題】光の透過及び散乱を切り替えることができると
ともに、正面から見たときに透明である状態において、
斜め方向から見たときも透明であるように見える液晶を
用いた開口部装置用パネルを提供する。
【解決手段】開口部装置に用いられる複数の層からなる
開口部装置用パネル（１０）であって、複数の層として
、透明パネル（１１）と、通電により光の透過及び散乱
を切り替え可能な液晶材料を含む液晶層（１６）と、偏
光成分により選択的に吸収又は透過する偏光板（１３）
と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部装置に用いられる複数の層からなる開口部装置用のパネルであって、
　前記複数の層として、
　透明パネルと、
通電により光の透過及び散乱を切り替え可能な液晶材料を含む液晶層と、
偏光成分により選択的に吸収又は透過する偏光板と、を備える、開口部装置用パネル。
【請求項２】
　枠体と、
前記枠体の枠組み内に配置される請求項１に記載の開口部装置用パネルと、を含む開口部
装置。
【請求項３】
　設置した姿勢で前記偏光板の光を透過する軸が鉛直である請求項２に記載の開口部装置
。
【請求項４】
　設置した姿勢で前記偏光板の光を透過する軸が水平である請求項２に記載の開口部装置
。
【請求項５】
　設置した姿勢で前記偏光板の光を透過する軸が水平に対して４５度傾いている請求項２
に記載の開口部装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓、扉、仕切り等として用いられ、通電することで光の透過及び散乱を切り
替え可能な開口部装置用のパネル、及び開口部装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通電することで光の透過及び散乱を変更することが可能となる高分子分散型液晶を用い
た開口部装置（窓や扉等、建物や乗り物の開口部に備えられる装置）が、省エネルギー及
び空間演出の観点から注目を集めている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　このような開口部装置では、透明電極が配置された２枚のフィルム基材の間に高分子分
散型液晶が挟まれるように配置され、この透明電極に対して接続端子を介して電圧を印加
及び無印加を切り替えることにより高分子分散型液晶の透明状態（透過状態）及び不透明
状態（散乱状態）を切り替えることが可能となる。高分子分散型液晶は２枚のフィルム基
材間で高分子樹脂中に液晶の液滴が分散された構造となっている。液滴中には、液晶分子
が含有され、この液晶分子は一方向に長い立体形状であり、正面から見ると断面が円型、
側面から見ると断面が楕円形である。そして、透明電極に対して電圧を印加した場合に、
液滴中の液晶分子の長手方向がフィルム基材の面の法線方向に配向する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２１９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電圧が印加されていない状態では液晶分子自身による光の散乱、及び液晶分子の平均屈
折率と高分子樹脂の屈折率に差が生じることにより、液滴と高分子樹脂の界面を通過する
際に光の進行方向が曲げられ、それが繰り返されるため光の散乱が生じる。
【０００６】
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　一方、電圧が印加された状態では、開口部装置を正面方向から観察した場合には、液晶
分子の屈折率楕円体と高分子樹脂の屈折率楕円体とが概ね等しい大きさの円に見えるため
、液晶の液滴と高分子樹脂との界面において光が直進し、散乱が生じないことから透明に
見える。
  ところが、開口部装置を斜め方向から観察した場合には、当該斜め方向からの角度から
では液晶分子の屈折率楕円体の形状が楕円形状に見え、これが高分子樹脂の屈折率楕円体
の形状と異なるために屈折率差が生じ、光が散乱してしまう。
  従って電圧が印加され、透明である状態としたときであっても、透明であることは正面
に限られ、斜めから見たときには光は散乱して透明には見えなかった。
【０００７】
　そこで本発明は、かかる問題に鑑み、光の透過及び散乱を切り替えることができるとと
もに、正面から見たときに透明である状態において、斜め方向から見たときも透明である
ように見える液晶を用いた開口部装置用パネルを提供することを課題とする。また、この
パネルを用いた開口部装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参
照符号を括弧書きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものでは
ない。
【０００９】
　本発明の１つの態様は、開口部装置に用いられる複数の層からなるパネル（１０）であ
って、複数の層として、透明パネル（１１）と、通電により光の透過及び散乱を切り替え
可能な液晶材料を含む液晶層（１６）と、偏光成分により選択的に吸収又は透過する偏光
板（１３）と、を備える、開口部装置用パネルである。
【００１０】
　本発明では、枠体（２）と、枠体の枠組み内に配置される上記開口部装置用パネル（１
０）と、を含む開口部装置（１）を提供することができる。
【００１１】
　また上記の開口部装置（１）では、設置した姿勢で偏光板（１３）の光を透過する軸を
鉛直とすることができる。
【００１２】
　また、上記の開口部装置では、設置した姿勢で偏光板の光を透過する軸が水平であるも
のとしてもよい。
【００１３】
　また、上記の開口部装置では、設置した姿勢で偏光板の光を透過する軸が水平に対して
４５度傾いているものとしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、液晶を備えることにより通電状態を変更することで光の透過及び散乱
を切り替えることができるとともに、偏光板により、正面から見たときに透明である状態
において、斜め方向から見たときも透明であるようにすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】１つの形態にかかる開口部装置１の室外視正面図である。
【図２】開口部装置１の鉛直方向断面図である。
【図３】調光層１２の層構成を説明する図である。
【図４】開口部装置１の斜視図で、作用を説明する図である。
【図５】開口部装置１の鉛直方向断面図で、作用を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下本発明を図面に示す形態に基づき説明する。ただし本発明は当該形態に限定される
ものではない。
【００１７】
　図１は１つの形態にかかる開口部装置１を模式的に示した室外視正面図である。図２は
開口部装置１の鉛直方向断面図である。図２では開口部装置が設置された姿勢で、紙面左
が室外側、紙面右が室内側である。以下、図１、図２及び適宜示す図を参照しつつ開口部
装置１について説明する。
【００１８】
　開口部装置１は、建物や乗り物に形成された開口部の４辺の縁に沿って備えられる枠体
２と、該枠体２で枠組みされる枠の内側に配置される開口部装置用パネル１０と、を備え
ている。なお、本形態は嵌め殺し式の開口部装置である。
【００１９】
　枠体２は、建物や乗り物の開口部の４辺に沿って設けられる長尺の枠材である縦枠３、
４、上横枠５、及び下横枠６が枠状に組み合わされて形成されている。上横枠５及び下横
枠６の断面形状は図２に表れている。縦枠３、縦枠４、上横枠５、及び下横枠６の断面形
状は特に限定されることはなく、公知の形態を適用することができる。すなわち、断面に
おいて見込方向（室内外方向）に延びる片と、該片の両端のそれぞれから見付方向に延び
る片と、により凹状となり、この凹状の内側に開口部装置用パネル１０の端部が挿入され
ることにより枠体２に開口部装置用パネル１０が保持されている。
【００２０】
　本形態で開口部装置用パネル１０は、図２に表れているように、透明パネル１１、及び
調光層１２を有して構成されている。
  透明パネル１１は、通常の開口部装置に用いられる透明なガラスパネル又は樹脂パネル
である。従って、透明パネル１１は公知のものを用いることができる。なお、本形態では
透明パネル１１は単層のガラスパネルにより構成されているが、複層のガラスパネルが用
いられてもよい。
【００２１】
　調光層１２は、透明パネル１１のうちの少なくとも一方の面に積層される層であり、通
電により光の透過と散乱とを切り替えることができる層である。本形態では調光層１２は
透明パネル１１の室内側面に粘着剤により貼合されている。
  粘着剤としては、光学用途に対応した粘着剤を用いることが好ましい。具体的には、粘
着層の全光線透過率が９０％以上であり、ヘイズが１．０以下となるように粘着剤の種類
と厚さを選定することが好ましい。市販の粘着剤では、ＣＳ９６２１、ＨＪ９１５０Ｗ（
日東電工製）、ＤＨ４２５Ａ（サンエー化研製）、ＺＡＣＲＯＳ  ＴＲ－１８０１Ａ（藤
森工業製）、ＰＤ－Ｓ１（パナック製）、ＭＯ－３００６Ｃ、ＭＯ－３０１２Ｃ（リンテ
ック製）等を用いることができる。
【００２２】
　図３には、調光層１２の層構成を表した。図３に示したように、調光層１２は、第１支
持板１４、第１支持板１４に間隔を有して配置された第２支持板１５、第１支持板１４と
第２支持板１５との間に配置された液晶層１６、及び、第２支持板１５を挟んで液晶層１
６とは反対側に配置された偏光板１３を備えている。
【００２３】
　第１支持板１４及び第２支持板１５は、液晶層１６を挟むようにして支持するとともに
、液晶層１６に電界を印加する機能を有する。第１支持板１４は、第１基材１４ａと、第
１基材１４ａの一方の面に設けられた第１透明導電層１４ｂとを有している。また、第２
支持板１５は、第２基材１５ａと、第２基材１５ａの一方の面に設けられた第２透明導電
層１５ｂとを有している。本形態では、調光層１２は、第１基材１４ａ、第１透明導電層
１４ｂ、液晶層１６、第２透明導電層１５ｂ、第２基材１５ａ、及び偏光板１３がこの順
に積層されている。そして、液晶層１６の一方の面に第１透明導電層１４ｂ、他方の面に
第２透明導電層１５ｂが配置されている。
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【００２４】
　第１基材１４ａ、第２基材１５ａは、第１透明導電層１４ｂ、第２透明導電層１５ｂを
それぞれ支持する支持体として機能する。第１基材１４ａ、第２基材１５ａの材料として
は、特に限定されるものではなく、例えば可撓性を有する各種の透明なフィルム材を用い
ることができる。具体的な例としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエ
チレンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル樹脂、ポリメチルメタクリレート（ＰＭ
ＭＡ）等のアクリル樹脂、ポリプロピレン（ＰＰ）等のポリオレフィン樹脂、トリアセチ
ルセルロース（三酢酸セルロース；ＴＡＣ）等のセルロース系樹脂、シクロオレフィンポ
リマー（ＣＯＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂などを含有するフィルム材料を用いる
ことができる。
  第１基材１４ａ、第２基材１５ａの厚さは、例えば２０μｍ以上３００μｍ以下のもの
を用いることが効果的でより好ましくは５０μｍ以上１５０μｍ以下とすることもできる
。
【００２５】
　第１透明導電層１４ｂ、第２透明導電層１５ｂは、通電されることにより液晶層１６に
電界を印加し、これにより液晶層１６の後述する高分子マトリクス中に分散された液晶材
料に含まれる液晶分子の向きを変化させる。
【００２６】
　第１透明導電層１４ｂ、第２透明導電層１５ｂとしては、液晶層１６において液滴が分
散された透明高分子樹脂層（高分子マトリクス）にほぼ均一な電界を印加することが可能
であって、透明と知覚される種々の構成のものを適用することができる。例えば、透明導
電材であるＩＴＯ（Indium Tin Oxide）、ＩＺＯ(Indium Zinc Oxide)、ＡＺＯ(Aluminum
-doped Zinc Oxide)、ＺＮＯ(Zinc Oxide)等の金属酸化物膜のほか、導電性高分子膜、銀
ナノワイヤー、カーボンナノチューブ等を用いることができる。透明導電層のシート抵抗
としては、特に限定されないが、１００Ω／□以上３００Ω／□以下、光透過率としては
８５％以上であることが好ましい。
  本形態においては、このような透明導電材による透明導電層膜を、上述した透明な第１
基材、第２基材の全面に形成して用いることができる。
【００２７】
　また、図２に表したように、第１透明導電層１４ｂからは導線１４ｃ、第２透明導電層
１５ｂからは導線１５ｃが延び、不図示の外部電源に接続されている。
【００２８】
　液晶層１６は、第１透明導電層１４ｂ及び第２透明導電層１５ｂによる電界の印加状態
に基づいて、液晶層１６自身の透視性を変化させる。液晶層１６は、本形態では高分子マ
トリクスと、この高分子マトリクス中に分散された液晶材料と、スペーサと、を有する。
【００２９】
　液晶層１６は、一例として、重合性を有するモノマーと光重合開始剤、及び重合基を有
しない液晶材料を混合し、モノマーが光重合する際に液晶が相分離することにより形成さ
せることができる。これにより、モノマーが重合したものが液晶層１６の高分子マトリク
スをなすようになり、相分離した重合基を有しない液晶材料が液晶層１６の液晶材料をな
すようになる。
【００３０】
　液晶材料は、図３にＡで模式的に示したように、長手方向を有する液晶分子を含んだ液
状の材料である。液晶分子はその形状に対応した屈折率異方性を有している。すなわち、
液晶分子の長手方向に直交する方向における屈折率と、液晶分子の長手方向に平行な方向
での屈折率とは異なっている。このような液晶材料としては、特に限定されないがＥ７（
メルク社）等のネマティック材料を用いることができる。重合性を有するモノマーとして
は、液晶を相分離させることが可能でかつ透明であればよく、単官能、多官能いずれの重
合性モノマー（重合性基）を有する樹脂を使用することができる。このような樹脂として
は、例えば、メチル（メタ）アクリレート等の単官能（メタ）アクリレート類、１，６－
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ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリ
レート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペ
ンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート等の多
官能（メタ）アクリレート類等が挙げられる。なお、（メタ）アクリレートとの表記は、
アクリレート又はメタクリレートを意味する。また、アクリル系以外にも、カチオン重合
性モノマーとして、３，４－エポキシシクロヘキセニルメチル－３’，４’－エポキシシ
クロヘキセンカルボキシレート等の脂環式エポキシド類、ビスフェノールＡジグリシジル
エーテル等のグリシジルエーテル類等が挙げられる。これら重合性モノマーは、要求され
る性能、塗布適性等に応じて、１種類単独、又は２種類以上を併用して用いることができ
る。
【００３１】
　光重合開始剤としては特に限られることなく種々の光重合開始剤を使用することができ
る。例えば、ベンゾイン及びそのアルキルエーテル化物、ベンジルケタール類、アセトフ
ェノン類、アセトフェノン類としては、例えばヒドロキシアセトフェノン、アミノアセト
フェノン、ジアルコキシアセトフェノン、ハロゲン化アセトフェノン等を使用することが
できる。これらの光重合開始剤は、例えば、イルガキュア（登録商標）９０７、イルガキ
ュア６５１、イルガキュア１８４等の商品が市販されており、これらを単独で、あるいは
混合して用いることができる。
【００３２】
　スペーサは第１支持板１４と第２支持板１５との間隔を保持し、これにより液晶層１６
の厚さを維持する機能を有する。スペーサとしては、例えばプラスチックビーズ等の光透
過性の高い樹脂製のものを用いることができる。スペーサの形態は特に限定されることは
なく、球状や他の形状であってもよい。
【００３３】
　このようにして形成された液晶層１６では、液晶分子が配向されていない状態では、液
晶分子の長手方向の向きが、当該液晶分子の近傍に位置する高分子マトリクスにも依存し
て不規則になる。この状態において、液晶層１６に入射した光は拡散される。すなわち、
液晶分子が配向されていない状態において、液晶層１６のヘイズは高い状態となる。この
ときには液晶層１６は白濁した状態となり、光が散乱して液晶層１６を介して反対側の視
認性が悪くなる。液晶層１６では、電圧が印加されていない状態では液晶材料自身による
光の散乱、及び液晶材料の平均屈折率と高分子マトリクスの屈折率とに差が生じることに
より、液滴と高分子マトリクスの界面を通過する際に光の進行方向が曲げられ、それが繰
り返されるため光の散乱が生じる。
【００３４】
　一方、液晶層１６において、液晶分子が配向されている状態では本形態では、液晶分子
の長手方向が開口部装置１における見込方向（厚さ方向、開口部装置を設置した場合にお
ける室内外方向）に向くように設定されている（図３のＡ参照）。そしてこの状態で液晶
分子の長手方向に直交する方向（開口部装置における見付方向）において、液晶分子の屈
折率と、高分子マトリクスの屈折率と、が揃う。
  このように屈折率が揃った状態の液晶層１６に入射した光は、開口部装置の正面方向（
見込方向、液晶層１６の面の法線方向）については、進行方向を大きく曲げることなく、
液晶層１６を透過することができる。すなわち、液晶分子が配向されている状態において
、液晶層１６は開口部装置の正面方向（見込方向、液晶層１６の面の法線方向）について
は、低ヘイズ状態となる。従ってこのときには液晶層１６は透明性が高い状態となる。
  これは電圧が印加された状態では、開口部装置を正面方向（見込方向、液晶層１６の面
の法線方向）から観察した場合には、液晶材料の屈折率楕円体と高分子マトリクスの屈折
率楕円体とが概ね等しい大きさの円に見えるため、液晶の液滴と高分子マトリクスとの界
面において光が直進し、散乱が生じないことから透明に見える。
【００３５】
　ところが、電圧が印加された状態で開口部装置（液晶層１６）を正面に対して斜めとな
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る方向から観察した場合には、液晶材料（液晶分子）の屈折率楕円体は長い楕円形状に見
えるため、この楕円の長軸方向については、液晶材料（液晶分子）の屈折率楕円体は、高
分子マトリクスの屈折率楕円体の形状と異なるために屈折率差が生じ、当該長軸方向に振
動する偏光成分の光が散乱する。
  一方、上記長軸方向に直交する短軸方向については正面方向から見たときと変わりなく
見えるので、この短軸方向に振動する偏光成分の光は直進する（すなわち散乱しない）。
  以上のことから、電圧が印加され、正面から見たときに透明である状態としたときであ
っても、透明であることは正面に限られ、この正面に対して斜めから見たときには光は散
乱して透明には見えない。
  ただし、この正面に対して斜めから見た光は、潜在的に液晶材料と高分子マトリクスと
の間に屈折率を生じない方向における光（液晶分子の短軸方向に振動する偏光成分の光で
あり、透明に見える光）が含まれているが、液晶材料と高分子マトリクスとの間に屈折率
を生じる方向における光（液晶分子の長軸方向に振動する偏光成分の光であり、散乱する
光）も存在するために全体として散乱することから透明に見えない状態となっている。
【００３６】
　そして、本形態の調光層１２では、第２基材１５ａの面のうち第２透明導電層１５ｂが
積層された側とは反対側の面に偏光板１３が積層される。
  偏光板１３は公知の通りであり、偏光成分により選択的に吸収又は透過する機能を有す
る素子であり、より具体的には複数の偏光状態を含む光のうち透過軸に沿った偏光成分の
光のみを透過し、それ以外の偏光成分（吸収軸に沿った偏光成分の光）を吸収する素子で
ある。偏光板１３自体の構成は公知のものを用いることができ、例えばポリビニルアルコ
ール（ＰＶＡ）を偏光素子とし、その両面にトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）による保
護層を積層した形態を挙げることができる。
【００３７】
　このような偏光板１３を第２基材１５ａに配置する際には、液晶層１６に電圧が印加さ
れた状態で開口部装置１を正面に対して斜め方向から観察した場合にも透明に見えるよう
にしたい方向に対して吸収軸が平行になるように配置する。
  これにより、液晶層１６に電圧が印加された状態において、当該方向については、正面
に対して斜めから調光層１２（開口部装置１）を見た場合であっても散乱光が偏光板１３
に吸収され透明な光のみが偏光板１３を透過するため、透明に見える。
【００３８】
　本形態の開口部装置１ではひとつの例として次のように構成されている。図４に開口部
装置１の外観斜視図を表した。本形態では室内外を仕切る開口部装置の例であり、紙面右
下が室内側、紙面左上が室外側である。従って開口部装置１はその面が鉛直方向に立てら
れた姿勢で建物の開口部に設置されており、見込方向が室内外方向、見付方向左右が水平
方向、見付方向上下が鉛直方向となるように位置づけられている。そして、本形態では開
口部装置用パネル１０は室内側に調光層１２が配置されている。
【００３９】
　このような開口部装置１において、本形態では液晶分子が配向されている状態で、液晶
分子の長手方向が開口部装置１における見込方向（厚さ方向、室内外方向）に向くように
設定されている。
  また、本形態では偏光板１３の透過軸が鉛直方向、吸収軸が水平方向となるように偏光
板１３を設置した。
【００４０】
　開口部装置１は次のように作用する。
  まず、液晶層１６に対して電圧が印加されていない状態では、液晶層１６に含まれる液
晶分子は配向されていない状態であるから液晶層１６を透過する光は上記したように散乱
し、開口部装置１を通して反対側が見えない。これにより開口部装置１を通して反対側が
見えないようにすることできる。このような性質は偏光板１３が配置されることによって
は消失することはないので、偏光板１３が配置された本発明であっても、開口部装置１を
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通して反対側が見えないようにすることできる。
【００４１】
　一方、外部電源から導線１４ｃ、１５ｃ（図２参照）により、第１透明導電層１４ｂ、
及び第２透明導電層１５ｂに通電すると、液晶層１６に電圧が印加され、液晶層１６内の
液晶分子が配向する。本形態では上記したように、液晶分子が配向されている状態で、液
晶分子の長手方向が開口部装置１における見込方向（厚さ方向、室内外方向）に向くよう
に設定されている。従って、図４にＰ１で示したように開口部装置１の開口部装置用パネ
ル１０の面に対して法線方向に位置すれば、液晶層１６は反対側が見えるように透明であ
るので開口部装置１の反対側を視認することができる。この位置Ｐ１における液晶層１６
を透過した光は全て偏光板の透過軸を透過する光であるから、偏光板１３が配置された本
発明であっても、開口部装置１を通して反対側を見ることができる。
【００４２】
　そして、図４にＰ２で示したように開口部装置１の開口部装置用パネル１０の面の法線
方向に対して水平方向にθである斜めの位置でも本形態の開口部装置１によれば開口部装
置１を通して反対側を見ることができる。この位置Ｐ２では上記したように液晶層１６を
透過する光は、反対側を視認可能な光と、散乱する光と、を含む。そして反対側を視認可
能な光は偏光板１３の透過軸を透過する振動を有する偏光状態（鉛直方向に振動する偏光
状態）であり、散乱する光は偏光板１３の透過軸を透過できない（吸収軸により吸収され
る）振動を有する偏光状態（水平方向に振動する偏光状態）である。従って、位置Ｐ２で
も反対側を視認可能な光のみが偏光板１３を透過するため、開口部装置１を通して反対側
を見ることができる。
【００４３】
　また、開口部装置１によれば、次のようにも作用する。図５に説明のための図を示した
。図５は、図４の姿勢の開口部装置１の鉛直方向断面図である。図５にＳで示した太陽光
等の斜め上方からの光は、液晶層１６に入射したとき、鉛直方向に振動する偏光成分は散
乱し、水平方向に振動する偏光成分は直進する。従って、水平方向に振動する成分は太陽
光からの直射光として強い光で室内に達し得る光である。
  しかし、開口部装置１によれば水平方向に振動する偏光成分は偏光板１３により吸収さ
れるため室内には達しない。一方、縦方向に振動する偏光成分は散乱しつつ偏光板１３を
透過するため散乱光として眩しくない光が室内に到達する。
  このように開口部装置１によれば太陽光等の斜め上方からの光に対しては直射する強い
光を遮断し、散乱する光のみを室内に取り入れることが可能となる。
【００４４】
　上記した形態では、偏光板１３は液晶層１６の室内側に配置された例を説明したが、こ
れに限らず偏光板１３が液晶層１６の室外側に配置されていても同様の効果を奏するもの
となる。
  また、製造の容易の観点から偏光板１３と液晶層１６とは調光層１２として一体に形成
したが、これに限らず偏光板１３と液晶層１６とは別体であってもよい。すなわち、パネ
ル１１の室外側に偏光板１３が配置され、パネル１１の室内側に液晶層１６が配置される
形態でもよい。またその逆であってもよい。
【００４５】
　また、上記の形態では偏光板１３の透過軸を鉛直方向、吸収軸を水平方向する例を示し
た。これは人の頭部と同じ高さ位置に配置される開口部装置１が想定され多くの窓がこの
態様により上記の効果を奏するものとなる。
  ただし、人の高さよりも上方に位置する開口部装置において見上げるようにして開口部
装置の反対側を視認するような開口部装置、又は人の高さよりも下方に位置する開口部装
置において見下ろすようにして開口部装置の反対側を視認するような開口部装置では、鉛
直方向斜めから見たときに開口部装置の反対側を視認することができることが必要である
。その際には偏光板を鉛直方向に吸収軸、水平方向に透過軸を有するように配置すればよ
い。
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  このように吸収軸、及び透過軸の方向は必要に応じて適宜設定することができる。上記
の中間的な作用を有する開口部装置として、透過軸、吸収軸が開口部装置の長方形の縁（
例えば開口部装置を開口部に設置した状態における水平方向）に対して４５度傾いた形態
を挙げることができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１　開口部装置
　２　枠体
　３　縦枠
　４　縦枠
　５　上横枠
　６　下横枠
　１０　開口部装置用パネル
　１１　透明パネル
　１２　調光層
　１３　偏光板
　１４　第１支持板
　１４ａ　第１基材
　１４ｂ　第１透明導電層
　１５　第２支持板
　１５ａ　第２基材
　１５ｂ　第２透明導電層
　１６　液晶層

【図１】 【図２】



(10) JP 2018-31919 A 2018.3.1

【図３】 【図４】

【図５】



专利名称(译) 用于打开装置和打开装置的面板

公开(公告)号 JP2018031919A 公开(公告)日 2018-03-01

申请号 JP2016165016 申请日 2016-08-25

[标]申请(专利权)人(译) 大日本印刷有限公司

申请(专利权)人(译) 大日本印刷有限公司

[标]发明人 福田政典

发明人 福田 政典

IPC分类号 G02F1/13 G02B5/00 G02F1/1334 E06B5/00

FI分类号 G02F1/13.505 G02B5/00.A G02F1/1334 E06B5/00.Z

F-TERM分类号 2E039/AC02 2H042/AA04 2H042/AA18 2H042/AA33 2H088/EA34 2H088/FA29 2H088/GA02 2H088
/GA10 2H088/HA18 2H088/MA20 2H189/AA04 2H189/AA52 2H189/CA08 2H189/HA16 2H189/LA17 
2H189/MA15 2H189/NA07

代理人(译) 山本耕史

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为使用液晶的开口装置提供面板，该液晶可以在光的透
射和散射之间切换，并且当从正面观察时从倾斜方向观察时看起来是透
明的提供。 解决方案：该开口装置的面板（10）包括用于开口装置的多
个层，包括作为多个层的透明面板（11）和可通过通电切换光透射和散
射的透明面板（11）包含液晶材料的液晶层（16）和通过偏振分量选择
性地吸收或透射的偏振板（13）。 点域

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/16673cf5-d8e8-4abb-a684-bf63e43f49ef
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061302996/publication/JP2018031919A?q=JP2018031919A

